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こ

の

会

議

は

、

復

興

庁

、

関

係

省

庁

、

福

島

県

、

十

二

市

町

村

等

が

、

原

子

力

災

害

に

よ

り

被

災

し

た

十

二

市

町

村

の

復

興

の

将

来

像

実

現

に

向

け

、

検

討

・

意

見

交

換

を

行

う

こ

と

を

目

的

に

開

催

さ

れ

ま

し

た

。

開

催

に

あ

た

り

、

復

興

庁

熊

谷

統

括

官

か

ら

「

福

島

十

二

市

町

村

の

復

興

の

課

題

を

解

決

す

る

た

め

に

は

、

ロ

ー

ド

マ

ッ

プ

等

の

作

成

が

重

要

と

考

え

て

い

る

。

今

回

、

ロ

ー

ド

マ

ッ

プ

を

提

案

を

し

、

課

題

解

五

月

十

八

日

、

日

本

原

子

力

研

究

開

発

機

構
楢
葉
遠
隔
技
術
開
発
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
、

「

第

三

回

福

島

十

二

市

町

村

将

来

像

提

言

フ

ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
会
議
」
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

説

明

が

あ

り

ま

し

た

。

ま

た

、

被

災

十

二

市

町

村

の

代

表

者

か

ら

、

復

興

の

現

状

と

復

興

に

向

け

た

取

組

計

画

に

つ

い

て

、

報

告

が

あ

り

ま

し

た

。

そ

の

後

の

意

見

交

換

で

は

、

政

策

研

究

大

学

院

大

学

の

家

田

教

授

か

ら

「

少

し

ず

つ

で

は

あ

る

が

、

復

興

が

形

に

な

っ

て

き

て

い

る

。

今

後

、

十

二

市

町

村

の

町

づ

く

り

を

行

っ

て

い

く

中

で

、

数

年

後

、

誇

れ

る

町

づ

く

り

が

で

き

る

こ

と

が

重

要

で

あ

る

。
」

と

の

意

見

が

出

さ

れ

ま

し

た

。最

後

に

、

福

島

県

鈴

木

副

知

事

か

ら

、
「

福

島

の

復

興

・

再

生

に

は

中

長

期

的

な

対

応

が

必

要

で

あ

り

、

国

は

今

回

の

ロ

ー

ド

マ

ッ

プ

に

提

案

さ

れ

た

各

ス

テ

ー

ジ

に

お

い

て

、

予

算

等

の

確

保

を

お

願

い

し

た

い

。
」

と

の

挨

拶

が

あ

り

ま

し

た

。

家 田 教 授

東

北

農

政

局

は

当

日

、

会

議

に

先

立

ち

、

政

策

研

究

大

学

院

大

学

の

家

田

教

授

と

意

見

交

換

を

行

い

ま

し

た

。

家

田

教

授

か

ら

は

、

「

①

施

設

園

芸

（

い

ち

ご

栽

培

）

を

視

察

し

福

島

の

復

興

に

は

、

大

が

か

り

な

ロ

ボ

ッ

ト

技

術

の

導

入

よ

り

も

高

齢

者

が

活

用

で

き

る

よ

う

な

技

術

を

導

入

す

べ

き

と

感

じ

た

。

適

応

で

き

る

技

術

の

推

進

を

し

て

ほ

し

い

。

②

風

評

対

策

は

消

費

者

へ

の

啓

発

や

イ

ベ

ン

ト

、

キ

ャ

ン

ペ

ー

ン

等

を

活

用

し

、

国

と

し

て

全

力

で

、

福

島

が

世

界

で

最

も

信

頼

性

の

高

い

食

の

生

産

、

流

通

、

管

理

シ

ス

テ

ム

に

な

っ

て

い

る

こ

と

を

ア

ピ

ー

ル

し

て

ほ

し

い

。

③

水

産

物

に

つ

い

て

は

、

海

の

汚

染

状

況

を

独

自

に

調

査

し

て

い

る

Ｎ

Ｐ

Ｏ

、

民

間

等

と

連

携

を

図

っ

て

は

ど

う

か

。

」

と

の

助

言

が

あ

り

ま

し

た

。

決

の

実

現

を

図

る

た

め

に

、

意

見

を

頂

戴

し

た

い

。
」

と

の

挨

拶

が

あ

り

ま

し

た

。

会

議

で

は

、

復

興

庁

か

ら

、

被

災

十

二

市

町

村

の

三

十

～

四

十

年

後

の

姿

を

見

据

え

た

２

０

２

０

年

の

課

題

と

解

決

の

方

向

を

示

し

た

「

福

島

１

２

市

町

村

将

来

像

実

現

ロ

ー

ド

マ

ッ

プ

２

０

２

０

」

の

提

案

と
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（４月２８日13:30～）

①地域営農再開ビジョンの策定支援について、②除染後農地の状況について、③出荷制限

解除に向けた実証栽培について、④桑園の除染について、⑤ため池除染について、⑥埋却

家畜、埋却イノシシの最終処分について、⑦除染後農地の保全管理に係る機械導入につい

て、⑧津波被災地域における管理耕作について、⑨避難指示解除後の復興組合支援による

通作経費の補助について、⑩新たな農業転換への支援について、⑪営農再開支援事業の延

長について

（４月２８日10:30～）

①有害鳥獣被害の対策について、②優良農

地における仮置き場の早期撤去、仮置き場周

辺環境の整備について、③除染後農地の石礫

除去について、④埋却家畜の早期撤去につい

て、⑤個人農家への支援強化について

（５月9日10:30～）

①水稲の実証ほに係る苗の輸送経費について、②水田の暗渠の補修について、③鳥獣被害

対策（箱わなの修繕、ワイヤーメッシュ柵の設置に係る補助率の嵩上げ）について、④農

業再生支援センターの運営経費の支援について、⑤事業促進費（保全管理等の単価の嵩上

げ）について、⑥酪農再開に向けた草地の確保について

（ ４ 月 ２ ７ 日 13 : 3 0～ ）

①水田放牧の実証における中山間地域等

直接支払制度の取扱について

②管理耕作の対象農地の要件緩和につい

て

（４月２５日14:00～）

①農地除染工法の内容、結果の一元的な情報管理の必要性について、②豪雨災害の復旧に

向けた課題と現状について、③避難指示解除後の「避難区域等」について、④避難指示解

除後の実証栽培（デントコーンの不耕起栽培、有害鳥獣対策、水稲の作付計画）について、

⑤牧草地における農地引き渡し前の地力回復について、⑥有害鳥獣被害の対策について、

⑦新たな農業への転換支援の直営施工について、⑧管理耕作のリースによる機械の導入に

ついて⑨豪雪で倒壊したビニールハウスの解体撤去費用の東電賠償について
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（5月１０日10:30～）

①担い手不足対策について

②埋却したイノシシの処分について

③鳥獣被害対策について

（5月１３日10:30～）

①飼料用米の乾燥調整施設について、②営農再

開支援事業の延長について、③鳥獣被害防止緊

急対策について、④南相馬市における米の放射

性物質吸収抑制特別対策について

（5月１１日10:00～）

①農業アクションプランの策定について、②水路、ため池等の除染について、③鳥獣被害

対策について、④除染後農地の管理耕作の使途の柔軟化について、⑤保全管理から管理耕作

への移行について、⑥畜産の再開について、⑦水稲実証栽培の柔軟化について、⑧避難指示

解除後の米の作付制限について、⑨一時埋却された牛・イノシシの処分について、⑩帰還困

難区域の除草について、⑪森林再生に向けた取組みについて、⑫水産業再生に向けた取組み

について

（5月１０日13:30～）

①担い手の確保について、②大柿ダム関連の水路の復旧について

③風評の払拭について、④避難先で営農再開した農業者へのフォローアップについて

⑤パイプハウスの設置に対する支援について

（ 5月 13日 14 : 3 0～ ）

①管理耕作について、②新たな農業

への転換について、③若い農業者の確

保について、④有害鳥獣害対策につい

て、⑤川内村産の米について

（５月１１日14:00～）

①管理耕作に係る管理費について、②作物ごとのモニタリング結果の公表、出荷時期等につ

いて、③水田の畦畔補修について、④水稲の実証栽培における濁水対策について、⑤管理耕

作における面積の確定、支払い時期について、⑥ラバー堰の復旧について、⑦花きの施設整

備について、⑧家畜の飼養実証について、⑨GISを用いた営農再開情報等の整備について

（５月９日14:30～）

①カメムシ対策の期限延長について

②色彩選別機の導入について
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５ 月 1 5

日 ～ 2 2

日 （ 計 ４ 回 ） に 「 市 民 説 明

会 」 が 、 避 難 指 示 区 域 の ７

月 の 解 除 に 向 け 開 催 さ れ 、

延 べ 約 ８ ０ ０ 名 の 市 民 の 方

が 参 加 し ま し た 。 説 明 会 で

は 環 境 再 生 事 務 所 か ら 「 除

染 及 び 廃 棄 物 処 理 に つ い

て 」、 現 地 対 策 本 部 か ら は

「 復 興 に 向 け た 取 組 み に つ

い て 」 の 説 明 が あ り 、 農 林

水 産 業 関 連 と し て は 、 ① 出

荷 ・ 摂 取 制 限 解 除 を し て い

な い 農 産 物 に つ い て 、 ② 大

柿 ダ ム の 水 質 及 び 汚 泥 に つ

い て 、 ③ 営 農 再 開 の 支 援 に

つ い て 等 の 意 見 ・ 要 望 が 出

さ れ 、 震 災 復 興 室 か ら は 、

「 引 き 続 き 安 心 し て 営 農 再

開できるよう支援していく」

と回答しました。

４ 月１ ０日 、田 村市 の迎

賓 館 辰 巳 屋 に お い て 「 葛

尾 村 住 民 説 明 会 」 が 開 催 さ れ 、 約 ３ ０ ０ 名 の 住

民の方が参加しました。 村から、①避難指示の

解 除 時 期 、 ② 除 染 関 連 、 ③ 暮 ら し の ガ イ ド 、 ④

今 年 度 の 主 な 事 業 等 に つ い て 説 明 が あ り 、 そ の

後 、 意 見 交 換 が 行 わ れ ま し た 。 営 農 に 関 す る 意

見 と し て 、「 イ ノ シ シ が 増 え て い る こ と か ら 、

万 全 の 対 策 を 講 じ て 欲 し

い 」 と い う 要 望 が あ り 、

震 災 復 興 室 か ら 「 営 農 再

開支援事業の活用により、

引 き 続 き 対 応 し て い く 」

と回答しました。

５ 月 ８ 日 、 川 内 村

コ ミ ュ ニ テ ィ セ ン タ

ーにおいて、荻・貝ノ坂地区の避難指示解

除 に 向 け 、 住 民 の 方 16名 の 参 加 の も と 、

住民懇談会が開催されました。住民の方か

ら 営 農 再 開 に 関 し て 、「 畦 畔 が 掘 り 起 こ さ

れているなど荒れている、今後補修できる

の か 。」 と 質 問 が あ り 、 村 産 業 振 興 課 か ら

「営農再開支援事業のメニューで対応でき

る の で ご 相 談 い た だ き た い 。」 と 回 答 あ り

ま し た 。 ま た 、「 放 射 線 量 が 高 い 山 林 に 囲

まれた地区に帰ることになるので、山林の

除 染 を し て ほ し い 。」 な ど 住 環 境 の 放 射 線

量に関する意見も出され、環境省から「個

別 に 状 況 を 確 認 し な が ら 対 応 し て い き た

い。」との回答がありました。

４ 月 24日 ～ ５ 月 11日 （ 計 5回 ） に 「 飯 舘

村 方 部 別 住 民 懇 談 会 」 が 開 催 さ れ 、 延 べ
ほう ぶ べつ

約３５０名の住民の方が参加しました。懇談会では、居住制限、

避難指示準備両区域の避難指示を来年３月末に解除し、帰還に

向けた長期準備宿泊を７月１日からとする飯舘村・村議会の要

望を踏まえ、内閣府から「飯舘村の復興に向けた取組み」につ

いて説明がありました。住民の方々からは、帰還に向けた環境

整備等の要望が数多く出される中、農林水産業関連では、①森

林再生に向けたモデル除染、②ため池や湖沼の放射性物質対策、

③畦畔草や排水路内の土砂処分等の意見・要望が出され、環境

再生事務所、震災復興室等の所管官庁から回答を行いました。


